
適時開示体制の概要 

 
当社は、金融商品取引法その他関連法規が定める重要な内部情報（以下「適時開示情報」

といいます）を適時適切に開示するために、当社の社内規程「内部者取引防止管理規則」に

従って適時開示情報を以下のとおり取り扱っております。 
 
1. 当社及び子会社において適時開示情報が発生した場合は、速やかに総務部へ報告する

体制となっております。 
2. 適時開示情報の「決定事実」については、取締役会による決議・決定が行われた後、

速やかに開示することとしております。 
3. 適時開示情報の「発生事実」については、適時開示の重要性を勘案し、代表取締役の

承認により発生事実を速やかに開示する場合があります。 
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